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第６回 森林・林業基本政策検討委員会（議事録）

日 時： 平成２２年６月３日（木）１３：３０～１６：００

場 所： 農林水産省 第三特別会議室

出席者

外部委員 岡田座長、有川委員、柿澤委員、川村委員、鮫島委員、白石委員、

善財委員、中島委員、野田委員、福田委員、森委員、吉田委員、

土屋委員、永田委員、井上委員

内部委員 牧元委員、矢部委員、肥後委員、本郷委員、小林委員

オブザーバー 梶山内閣審議官

舟山農林水産大臣政務官

島田林野庁長官、宮坂林野庁次長

事務局

○事務局

定刻になったので、ただいまより第６回森林・林業基本政策検討委員会を開催させてい

ただく。

それでは、開会に先立ち、舟山政務官にごあいさつをお願いする。

○舟山大臣政務官

今回いよいよ中間取りまとめに向けた最終盤の会合となった。改めてこの検討委員会で

の役割を確認させていただきたいと思うが、第１回の再生プラン推進本部において、赤松

農林水産大臣から森林資源を活用して林業・木材産業の再生を図ること、そして、雇用を

創出するために自民党時代に長く続いた法制度の抜本改正にまで踏み込んで、これまでの

森林・林業政策を根本から見直すといった方向で検討するべきだという指示があった。こ

れを受けて、委員には、今まで精力的に議論いただいていることに感謝を申し上げたい。

４月２８日に改革の姿について、おおむね取りまとめていただき、これを前提にそれぞ

れのほかの委員会においても検討を深めていただいた。また、先日行われた予算の省内事

業レビューにおいても、大体その方向での検討を進めているということで林野庁からも説

明があった。今後の方向性については、ある程度固まったと思うが、外部の方々の意見を

伺い、会議の冒頭に当たり今日の議論の整理という意味でも、３点ばかり指摘させていた

だきたい。

まず１つは、多分今日も議論があると思うが、人材育成検討委員会や森林組合等の検討

委員会においても、フォレスターの位置付けについて、大分議論をしていただいていると

思う。当面は、国や県の職員を活用するとしても、本来フォレスターというのはどうある
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べきなのか、今までの議論から相当大きな役割がフォレスターにかぶってくる。そういう

中で、どうあるべきかというのを明確にすべきではないかと思う。これは法定の資格にす

るとか、そういった議論を多分、今日もしていただくと思うが、そういう位置付け、そし

て、どういう人がフォレスターになるべきなのかといったことを、きちんと整理すべき。

人材育成検討委員会についても、しっかりとした資格を付与するべきではないかという

問題提起がされたと聞いているので、今回の改革の重要なポイントの一つだと思う。そう

いう中で、今日また更に議論を進めていただきたい。

２点目はこれと少し関係するが、ただでさえマンパワーが不足している市町村において、

本来市町村がやるべきという位置付けになっているものはたくさんあるが、現実なかなか

市町村で動いていない状況の中で、更に責任がかかる仕組みとなる場合に、これへの対処、

フォレスターに随分大きな役割がかかっていくわけだが、それだけで本当に大丈夫なのか。

特に、地域主権が大きな流れになっている中で、国や県が市町村の本来業務にかかわり続

ける仕組みの在り方、都道府県と市町村の関係について、やはりここの整理をしていかな

いと、なかなか現場が動かないと思う。

３点目、森林整備事業は一昨日、省内事業レビューの中でも話題として取り上げられた。

昭和２０年から森林整備事業をやってきたわけだが、これまで国費をつけて事業をやらせ

ることばかりで、事業がどういう効果を発揮できたのか、林業の効率化がどう図られてき

たのか、そういったところをきちんと分析すべきではないかということで、外部から随分

意見が出されていた。今回の改革でそこがどう解決していくのか。あのときに私も、だか

らこそ今回、再生プランの中で新しい仕組みをつくっていくのだということを申し上げた

が、やはりそういうことをしっかりと検証していく、説明していくことが重要だと思う。

そういう意味では、恐らく最初にきちんと人材を育成して、計画をつくって、その後に

具体的にこれから加速度的に森林整備をしていくことになるだろうけれど、一方で現実問

題として、３．８％吸収源対策をしっかりと果たさなければいけないという部分があるの

で、しばらくの間は効率化の努力の見直しをしながら、既存の間伐の対策、いわゆる国際

約束を果たすための取り組みもしていかなければいけないという、それは並行してやると

いうことで、なかなか折り合いが難しいが、そういうことになると思う。

そういう意味で、将来の改革後のあるべき姿、１０年後はどうなるのか、そういったロ

ードマップを選ぶ必要がある。その辺の手順についても、是非今日、意見を伺い、今後の

具体的な進め方への足がかりもつくっていただければと思っているので、よろしくお願い

したい。

○事務局

出席者紹介、資料確認等。

○座 長

今日の進め方、おおよその時間配分を簡単に提案したい。大体の内容については、資料

に基づいてと思っている。改めて申し上げると、今までは改革の姿の素案あるいはドラフ

トみたいなことで言ってきたが、一応中間取りまとめというものをできるだけ成案として

得たいということが今日の目標。それにかかわって、資料１、資料２、参考資料１を、ま
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ず最初に事務局から説明いただきたい。

その後、前回、路網・作業システム検討委員会から、検討会の検討内容についての報告

をしていただいた。それと同じように、今回は森林組合改革・林業事業体育成検討委員会

の検討状況と中間取りまとめ段階での整理、人材育成についても同じように報告、国産材

の加工・流通・利用の進み具合ないしはまとめ的な状況の説明をいただくことにしたいと

思っている。

その後、少し意見交換をし、３時ぐらいあるいはちょっと前ぐらいに一旦休憩を挟みた

い。今日のスケジュールは４時までなので、その間びっしりと検討をお願いしたいと思う

が、１つ、先ほど実は舟山政務官からあいさつの中であったが、今日の検討会が中間報告

に向けての最後の検討会になる。当初は実は６月にもう一回この検討会を開いて、きちん

とした形でいわば本部としての農林水産大臣に中間まとめを報告したいと思っていたが、

時間が非常にタイトになっていて、多分、今日がこの中間報告の最終的な検討会という位

置付けになろうと思っているので、承知置き願いたい。

それでは、早速だが、事務局から資料の説明をお願いする。

○事務局

資料説明。

○座 長

続いて、各検討委員会におけるそれぞれの状況、ないしは現段階の到達点を、まずは森

林組合改革・林業事業体育成検討委員会からお願いする。

○委 員

参考にしていただきたい資料としては、資料３の２～５ページまで。

全体を説明する前に経緯。当委員会は、この委員会より少し小さい、内部委員４名、外

部委員９名の合計１３名。２月１６日に検討委員会を立ち上げて、５月２６日の第３回ま

で３回の委員会を行っている。ちなみに第４回を６月１１日に行うことになっている。

主に議論されたことは、今日示したように、大きく分けると施業の集約化について、そ

れから、森林組合と民間事業体とのイコールフッティング、イコールフッティングという

のは機会均等と言えると思う。それから、森林組合関係のその他のルールづくり、民間事

業体の育成という大きく４点について検討している。

資料の見方だが、それぞれのところに黄色く色がついていて「○」で始まっているとこ

ろが論点で、これについて３回にわたって議論し、その結果、今のところまとまったもの

が方向性ということで書かれている。

それでは、ごく簡単に現時点でまとまったところを説明する。初めに、２ページの施業

の集約化について、ここは主に森林組合の役割について、それから、森林施業プランナー

とフォレスターというのがあるが、その関係等についての議論がされた。

まず、森林組合の役割について、施業の集約化に向けた合意形成、具体のプランづくり

を最優先の業務とすること、更に、系統としても今言ったような業務を最優先に取り組む

旨を運動方針に位置付けて欲しいということを一応委員会としての合意事項としてある。
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施業集約化の促進策についてはかなり議論がされたところだが、ここに書いてあるよう

に、これまでと違い、施業の集約化に勢力を集中していただくことが必要なので、それに

ついてはこれまでの仕組みと比べれば、新たな支援措置等を創設する中で、より厚い支援

を行っていくことがまず必要ではないかということが、我々の現時点での結論。

次に、フォレスターとの関係、これについては冒頭に政務官からも意見があったが、当

検討委員会でもフォレスターとの関係は非常に重要だと考えている。ここで方向性につい

て修正を、一応、私自身の考えでは検討委員会全体としてということになると思うが、「森

林施業プランナーが森林経営計画（仮称）を作成するに当たって、必要に応じて、フォレ

スターに指導、助言を求めることができるような体制を整備するべきではないか」とある

が、委員会の中で合意したと認識しているので、「必要に応じて」はとっていただきたい。

以上が、施業集約化のところで現時点での合意点である。

次に、森林組合と民間事業体とのイコールフッティングの確保。これについては、ちょ

っと過激な言葉だという感じもするが、「囲い込み」という言葉が今の全体の姿にもある

が、そういうことをなるべく廃して、森林組合と民間事業体がともに同じ場に立って競争

しながら、より多くの施業集約化や事業を行っていくためにはどうしたらいいかというと

ころを議論した。

その中では、方向性としては３つ考えている。まず、（３）事業実行の質の確保に関連

して。これは主に林業事業体に関係したところだが、林業事業体の登録評価制度を導入す

べきだと。この林業事業体の登録評価制度によって、事業体の質や実力が客観的に評価で

きるということを前提として、（１）と（２）、つまり施業集約化に向けた合意形成・計

画づくりの段階と、その計画に基づいた事業実行の両段階において、森林組合とその他の

林業事業体が同一の条件のもとで競争しながら事業を進めていこうということを目指して

いる。

具体的に（１）については、今まで森林組合がかなり握っていた部分だが、民間事業体

にも開放するという意味で、必要な森林情報を提供することを提言している。この条件は

下にあるように、評価登録制度が前提である。

次に（２）。では、計画ができたとして、それを実行するに当たっての発注や事業実行

についてのイコールフッティングについては、明確化と客観的な基準に基づいて事業実行

者の選択を行うといった透明性を確保するということで、この部分のイコールフッティン

グを図っていこうということである。ここで重要なのは議論の中で出てきたが、明確化と

客観的な基準を確実につくることを検討委員会としては強調している。

４ページだが、森林組合関係とかなり大ざっぱな形で書いているが、２つに分かれてい

る。１つは、いわゆる員外利用の問題についてで、もう一つは、森林組合の会計制度の問

題について。員外利用の問題については種々の議論が行われたところだが、ここではちょ

っとわかりにくいが、方向性として書かれていることは、森林経営計画の作成がこれから

進むだろうと。そこで計画に基づいて整備の実行状況が明確になったとしたときに、整備

の計画に対しての実行状況が担保されている。つまり、適切に計画が策定され、実行され

ているという場合に限って、員外利用を可能とするような制度をつくるべきであろうとい

うことである。

一律にある数字で切るのではなくて、計画と実行との関係を行政庁の組合検査、もしく
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はその前の森林組合の総会手続の中などで判断する、チェックする中で、こういった員外

利用をコントロールしていくということを考えている。ただし、このことについては、実

際のルールづくりの議論がまだ分かれており、次回６月１１日に更に具体的に検討するこ

とになっている。

続いて、森林組合の会計制度について。これについても、これまで透明性の確保、もし

くはわかりやすさという面でいろいろな問題が指摘されてきた。これについては基本的に

は決算書類等について、組合員や外部の人たち、もしくは林業事業体にもわかりやすいよ

うな会計制度をつくっていくということが合意事項である。それと同時に、森林組合間の

経営状況の比較ができるようなデータベースや、決算書類等のつくり方についても検討し

ていこうとなっており、このことについては、かなり留意的な部分が入っているので、ワ

ーキングチームを設置することが合意されており、１０月末ぐらいををめどに成案を得る

ことを考えている。

最後に、５ページの民間事業体の育成について。以上のような議論の前提は、民間事業

体が健全に確実に育成され、数を増すということが条件になっている。その際重要なのが、

現場作業員の研修の充実と書いてあるが、要するに、現場作業員のモチベーション、能力

をいかに高めていくかということが非常に重要と考えており、１つは、現状で行われてい

るような研修をなるべく整備すると同時に、登録制度をつくって研修修了者の更にキャリ

アアップのための一つの資格にするといったことが１点。更に、そのことが具体的に事業

体の中で人事評価の対象になり、キャリアアップが図れるような条件を整備していくのが

２点。３番目は、林業事業体そのものについて。事業体の立場から考えると、事業量が将

来にわたってどのくらい必要なのかということがわからないと、なかなか将来の計画を立

てにくいということで、当基本政策検討委員会の意見ということで書かせていただいてい

る。民有林・国有林それぞれの将来事業量が市町村単位ぐらいで明確になるような形を検

討していただきたいということを、ここでは述べておきたいと思う。

以上、簡単に述べたが、もう少し、座長としての個人的な見解を述べさせていただくと、

議論の中でもずっと出てきたことなのだが、１つは、施業集約化にこれから森林組合ない

し林業事業体も含めて集中していくということが、すべての起点であると考えている。そ

のためには、片方で施業集約化に集中できるような、ある意味で規制的な仕組みをつくる

と同時に、施業集約化をすることによっていろいろなメリットを得られるという条件をつ

くっていくこと。具体的に言うと、一番初めに挙げたような、支援措置が充実することが

必要だと考えている。

もう一点、フォレスターの関係について、この中で説明したものにも含まれているよう

に、施業プランナーが独自で、もしくは市町村が支援するような形だけで行うことは、か

なり不可能ではないかと個人的には考えている。そうすると、どうしてもフォレスターが

そこでどのように施業プランナー等、もしくは森林組合等を支援していくかということが

重要になってきて、そこの資格などの制度化といったこと、資格化といったことの明確性

が必要なのではないかと考えている。

以上で、御報告を終わりたいと思う。

○座 長
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それでは、続いて、人材育成検討委員会についてお願いしたい。

○委 員

今まで３回の検討委員会を持って、そこで議論してきたことというのは、まず、３つの

レベルで人材育成を検討するということである。１つは、フォレスター。市町村行政を補

完し、森林施業プランナーや森林所有者等を指導・助言していくフォレスター。次は、森

林施業プランナー。集約化施業を推進し、森林所有者のために今の森林経営計画を自らが

中心となって作成する森林プランナー。それから、路網作成オペレーター等の技術者や技

能者という３つのレベルで人材を育成していこうというところで議論が進んできている。

フォレスターの業務内容についてだが、フォレスターというのは市町村長の要請に応じ

て、以下の事項について市町村に対して技術的な助言・指導を行う者と考えている。それ

は３つあり、市町村森林整備計画の樹立及び伐採後の造林計画の変更命令等、森林施業の

勧告等、それから、森林施業の受委託を促進するための援助、森林経営計画の認定、それ

から、森林経営計画の実行管理等と実行結果の評価。更に、フォレスターは、森林施業プ

ランナーや森林所有者等に対して技術的な助言・指導を行う。

本日、配付されている資料では、資料３の６ページ目にどのように森林経営計画の作成

等にかかわって、フォレスターと森林施業プランナーが活動するのかについて図を描いて

示している。基本的には、森林経営計画というのは森林所有者が自らつくる、ないしは森

林所有者に働きかけて森林施業プランナーがつくることになるが、そのときにはフォレス

ターもここに加わって、これを行っていくというイメージになっている。

今検討していることとしてはそういったことなのだが、実はこれを実際にやっていくこ

ととなると、舟山政務官からもお話があったように、市町村と都道府県の権限をどこから

どこまでを市町村が持ち、どこからどこまでを都道府県が持つのか、フォレスターがどこ

まで関与するのかということを明確化していかなければならないということがある。それ

から、それを行っていくためには、フォレスターを認定すると今回の中間取りまとめに書

いてあるが、この認定をどういう形でやっていくのか。これも政務官からお話がありまし

たように、法定の資格としてやっていくのかどうかという辺りを明確にしていかなければ、

これを行っていくことができないのではないかと考えている。

ただ、これを具体的にどういう形でやっていくのかというのは、なかなか難しいところ

だと理解しており、これを具体化していくためには、検討委員会の中にワーキンググルー

プをつくって、また検討していきたいと思っている。

前回の基本政策検討委員会で配られた資料の２８ページの今後議論を深めるべき主な論

点というところに、人材育成検討委員会で検討すべきこととして、フォレスターが市町村

行政を補完し、森林所有者等を指導するための仕組みについて検討せよと書いてある。こ

ういった仕組みというのは、人材の育成を超えるものまで含めなければ仕組みと言えない

だろうと思うが、基本政策検討委員会で人材委員会の方でも検討せよと言われていること

なので、両方でこれについては検討していくという理解で、私たちとしては進めていきた

いと思っている。

こういう仕組みであるので、基本政策検討委員会でも是非、検討をよろしくお願いした

い。
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○座 長

それでは、国産材の加工・流通・利用検討委員会についてお願いする。

○委 員

国産材加工・流通・利用検討委員会から報告させていただく。

当委員会は、３月３日に第１回委員会を開催して、４月２１日に第２回、その後５月１

８日に勉強会を経て、来週火曜日６月８日に最終回を開いて、中間取りまとめをしていき

たいと考えている。

主な検討内容としては、第３回の基本政策検討委員会で検討いただきたい論点という形

で御提示いただいているので、主にこれに沿った形での検討を進めている。論点は大きく

４つに分けられるが、まず、加工・流通体制の整備として、我々の委員会の中で一番重要

だと考えられているのは、情報の統括をいかにしていくかということ。それから、情報か

ら物流、商流、この辺の流れをどのように組み立てていくかということである。

物流に関しては路網委員会にも提案させていただいたように、山から出た後の物流も考

えて、山側の路網、いわゆる林道整備をしていただきたいということも提案させていただ

いているし、加えて、在庫の管理をどのように検討していくかということを今、検討中で

ある。

最後の商流に関しては、当然のことながら商品開発といった技術的な側面と、もう一つ

議論の対象になっているのは、融資あるいは金融関係の整備をどのように考えていくかと

いう考え方を議論している最中である。基本的に技術的な具体策が必要になる部分が多い

ため、この中間報告までには課題を抽出して、その検討項目を挙げていくという形になる

かと思う。

２番目の論点の木材利用の拡大に関しては、既に公共建築物における木材利用の促進に

関する法律を採択いただいているので、これが具体的に進捗するような方向で我々も制度

の在り方を考えていきたい。

それから、紙の問題、製紙用のパルプ、チップといったものを間伐材からどのように利

用していくのか。最終的にエネルギーに利用するのが本来であるが、その過程にきちんと

カスケード型の利用を守って、持続可能性というものを担保していかなければならないと

いうことも議論の中心にある。例えば、ドイツなど欧米の例を見ると、エネルギーの利用

に注力するあまりに材料の方が疲弊してしまうと。本来の木材の在り方が、途中でパイプ

が途切れたような形になってしまう経過もあるので、いいところは取り入れたい。あるい

は、先人が失敗したところに関しては、我々はきちんと手当てして進捗していきたいとい

う方向で進めている。

３つ目の論点は、消費者の理解を醸成するに当たって環境貢献度をきちんと説明する、

あるいはそういったことによって国産材の信頼性を向上していくということに関する施策

を提案している。

最後にもう一つ、人材育成に関して。山側の人材育成に関しては御検討いただいている

が、山から出てきた後に関しても人材育成が必要なのではないかという議論が出ている。

これは前回も発言させていただいたが、林学には林業政策とか、林業経済といった分野が
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あるが、いわゆる林産側、山から出た後は経済、マーケット、環境、経営といったものを

担当する分野が大学にもない。ですから、高等教育あるいは研究機関においても、こうい

った分野を充実していく必要があるのではないかということが議論として出ている。最終

的には６月８日の議論をもって中間取りまとめを報告させていただきたいと考えている。

○座 長

ただいま３つの検討委員会の座長から検討状況の報告と今の到達点を説明いただいた。

それぞれもう１回ほど予定されているようだが、この制度の検討委員会とかかわるところ

で大きな問題点があるというわけではなくて、森林組合改革検討委員会座長と人材育成検

討委員会座長から、更にワーキングをつくって一緒にやっていきたい項目と、森林組合改

革委員会座長からはフォレスターの件、支援の体制辺りについて、少し基本政策に要請が

あったという言い方でいいだろうか、そんな角度からの発言があった。それらも全部含め

て、主には資料２ということになるが、私どもがこれまでいろいろと検討してきた。そし

て、これから先に向けて今年度あるいは年内に成案を得るための中間取りまとめとして、

これでいいかどうかということで、改めて御意見をいただきたいと思う。順番でどこかで

区切ろうかとも考えたが、いろいろと総合的な議論が必要な項目の方がむしろ多くて、ど

こにとか、あるいはこの項目だけに絞ってということではなくて、全体にかかわってどの

ような観点からでも結構かと思うので、御意見をいただきたいと思う。

１つ私から。２枚目の国有林について「２ 改革の内容」のすぐ上の２つの段落だが、

これはもう一回あるということを想定していたため、そこでも多少議論ないしは話題にし

たいと思っていた件である。それはなぜかというと、御存じのようにプランの中に、この

基本政策検討委員会の検討項目として４つ目に、国有林の技術力を生かしたセーフティネ

ットについてきちんと検討くださいということで挙げられているが、この件が実はまだで

あった。それから、今日の資料２の中では明確化していないということで、５番目に挙げ

られている。これは検討委員会で少し話題にしたが、補助金・予算の見直しのところ。こ

れも触れられるだけ各項目にかかわって触れているが、改めてこれらについてもこの後議

論をすべき項目だと思っているが、全く国有林について触れないというわけにもいかない

だろうということで、私からもお願いした経緯がある。

以上のことを御承知いただいて、どこからでも結構である。

なお、ペーパーを出されている委員もあるが、これについては今日いただいているもの

なので、休憩の間に配りたいと思う。あるいは、その前に意見があれば勿論構わない。い

かがだろうか。これ全体を見ると、結構線を引いている箇所が多くて、いろいろと気にな

るかもしれないが、先ほど検討室の方からお話があったように「管理計画」と言ってきた

ものを「経営計画」に変えたと。これにかかわって随分と直さなければいけなかったとこ

ろがあると。これが大変大きいということである。いかがだろうか。

○委 員

資料２の５月３１日に配付された分については、一応意見書を出している。大した意見

書ではなくて、ごく限られたものだけを指摘した意見書であるが、それは時間があれば後

で取り上げていただければありがたいと思う。
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今の国有林に関して。私は、昔の第１回か２回の意見書で、今の国有林に技術力はない。

セーフティネットで国有林に頼って地域は何をするのかと書いている。今もその考えは変

わらない。要するに、それは国有林が何をするかによるので、例えば、フォレスターとか

プランナーの仕事場というか、出張所というか、スタッフが集まって議論する場所、ある

いはそういう事務所として、今の国有林の施設を活用するというのはいいと思う、それは

あり得ると思う。でも、国有林問題を取り上げないということであれば、国有林がセーフ

ティネットの形で加われるか、加われないかという部分については、かなりの議論が必要

というか、むしろ、これは林野庁マターの問題で、逆に今の林野庁サイド、事務方から積

極的な法令を保護したいという案が出た方がいいのではないか。問題が余りにも広範なの

で、私などが国有林の意見を言い出したら切りがないと思う。話がまとまらないと思う。

ただ、確かに、森林再生プランとかマニフェストを読み返してみると国有林について書

かれている。ちゃんと気がつかなかったのだが、確かに書かれている。ですから、資料２

の方向でいったときのかかわり方である。ですから、私は今の流域管理システム、流域の

中での国有林・民有林連携をいかに進めるかということに今のところは尽きると思うの

で、それは制度的にも今のままでできるので、その方向で何かプッシュということならば、

よくわかる。

○座 長

実はここに段落が２つ書いてあるのは、いずれもほかのところで触れてあるものを改め

て持ってきて並べているということと、プランに書いてあることを再度書いているだけの

ことで、やはり中間報告で全く触れないというのは少しまずい。形がよくないなというこ

とで、このレベルで今のところは御了解いただければ幸いだと思う。

○オブザーバー

国有林に関係するので、私から手短に。この中に「組織・技術力を活用し」とあるが、

これはかなりきちんとした議論が必要かと思う。この辺は、今まで議論が全くされない中

で「組織・技術力を活用し」と書いて果たしていいものなのかどうなのかというのは相当

疑問に思う。それ以外についてはこれでいいと思う。

あと、これは国有林問題そのものにもかかわってくるので、そうすると、結局、国有林

をどうするのかということもここに入れておかないと、つじつまが合わなくなってくるの

ではないかと思う。

○座 長

この言葉も、実はプランそのものに国有林の技術力を生かしたセーフティネット、これ

が検討のそもそもの表題になっていて、「国民共有の財産である国有林の技術力の活用」

となっているため、これをいただいただけのことで、余り他意はない。

○委 員

ちょっと誤解のないように申し上げておきたいが、今の国有林の職員の方に能力がない

という意味ではない。非常に高い能力がある方が選ばれているので、基本的に国有林の目
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的とか仕組みの問題だと思う。ただ、１９９７年以降ほとんど現場から人が向いているの

で、何万ヘクタールという国有林を持っていても、実際にそこにいる正規の職員は２～３

人というところもあるわけである。ですから、今の国有林の在り方の仕組みの問題。そこ

も含めて積極的に、むしろこれは事務方から提案があった方がいいのではないかと思う。

だから、今の国有林に技術力がないというのは、能力がないという意味ではない。今の仕

組みの上で、現場でそういうスタッフを抱えていないということである。それをどうする

のか、増やすのか。

一言付け加えると、後の議論になるのだが、要するに、今回の森林経営計画（仮称）の

集約化の中に国有林は一体どうかかわるのか、ここにかかわる問題である。この段階でま

た具体的に出てくると思う。

○座 長

後の議論のときには十分生かしていきたいと思う。

○委 員

今日の御説明で、非常に森林の集約化を強化していくということで、私としても是非進

めてほしいと考えている。その中で、集約化にかかわるようなフォレスターとかプランナ

ーについては、今日、人材育成とか森林組合とかその辺でかなり御説明があったが、要は、

いわゆる集約化した仮称の森林経営計画から材をどう出していって、５０％までつなげて

いくかというところで、いわゆるフォレスターとかあるいは森林組合とか林業事業体と、

いわゆる流通・加工とのつながり、その辺がいまいちよく見えてこない。どちらかという

と、人材育成あるいは森林組合というのは、どうも山だけの仕組みづくりに限定されてい

るような感じがするのだが、このプラン自体は木材利用段階に入ったということで、それ

をとにかく利用して市場につなげていかなければいけない。その体制づくりということな

ので、今回の資料２の後ろには、これは前から出ているのだが、例えば、そこでの人材に

ついて、１０ページの上の方だが、いわゆる素材流通コーディネーターの育成という形で、

これも前に議論になったけれども、ここもかなり人材育成の重要な拠点であろうというこ

となので、フォレスターとか国有林と民有林と連携した木材の安定供給体制づくりという

のが今回２ページ目に挿入されたわけだけれども、できればこの辺のイメージづくりをも

う少しやっていただけないかと。特に、フォレスターというのは割と集約化の方にいろい

ろかかわっていくということもあるので、一応、各市町村単位に張りつけられるのであれ

ば、そこで計画的に今後供給できるような木材情報をかなり握れるわけである。ですから、

フォレスターと例えば、こういうコーディネーターとの連携体制をどうするか、そこに国

有林をどう入れるか。

今日の再生プランの参考資料１にもある、真ん中に国産材の加工・流通体制の整備とい

うことで、特に「大型製材工場など大ロット需要先への供給体制整備」という文言もきち

んと書き込まれているので、そういったところに新しいコーディネーター等々がどう関与

するのか。これは流通部会の方で人材育成が必要だという形でやるという話になっていた

ので、これからも検討すると思うが、その辺がちょっと弱いのかなと。それぞれ独立して

書かれてしまっているという印象がするので、今後もっと細かいところをやるときに議論
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していくことかもしれないが、そういう印象を持った。

○座 長

これについては、国産材座長のところでも、少し積極的に個々の検討委員会と国産材の

検討委員会の仕分けをどうするかについて問題意識をお持ちだと聞いているので、何かあ

るだろうか。

○委 員

今の人材育成の部分に関しては、いわゆる姿の中の人材育成の中に書いていただいても

ありがたいし、あるいは一番最後の項目に追加的に書いていただくのも結構、いずれにし

ても、我々の加工・流通・利用検討委員会の報告書の中には書き込んでいる。

○座 長

前回の５回目を受けて、ごらんのように下線が引いてあるが、ここは大幅に書き加えた

ところで、なおかつ、国産材座長にも了解いただいているし、発言もいただいた限りで最

大限当面のところで書いているので、これを踏まえつつ、今度人材のところとすり合わせ

をしながら、こちらでどこまで書くべきなのかを詰めた上で、再度やらなければいけない

かもしれない。

○委 員

あるいはフォレスターのもう一つの機能として、地域から出されてくる材をどういう形

で需要に結びつけるのかについても、資源の情報を細かいところまでばっちり握っている

わけだから、そうすると本当にスーパーマンだという話もあったが、それは１人が担う必

要はなくて、フォレスター制度の中にいろいろな各担当が入った形にすればいいわけで、

やはりかなり重要になるのではなかろうかなという気がする。これは森林組合・林業事業

体の供給サイドの仕組みづくりについても是非、進めていただければありがたいと思う。

○座 長

次回以降ということですね。

○委 員

私も今の発言は非常に重要なところではないかと思っている。それで、ずっとこの委員

会と付き合わせていただいて、私も自分でもいろいろな立場でいろいろなところを見てき

たけれども、やはり今、何が問題なのかなと思うと、森林というのは地域であって、リー

ジョナルである。木材というのは、要するに世界市場で広がっているグローバルである。

要するに、リージョナルとグローバルというものが上手につながっていないというのが今

の姿で、日本の森林と木材の場合は特にそれが著しいのだと思うが、実は同じようなこと

は程度の差こそあれ世界中で起きている。そこで、リージョナルとグローバルをどうやっ

てつなぐかというのは、これからの世界で非常に重要なことなのではないかと思うのだが、

そこで一番大事なのはインターフェースである。両方をつなぐインターフェースの組織的
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なもの、それから、構造的なもの、役割が非常に重要。今の御発言と多分同じではないか

と思うが、リージョナルとグローバルがここに書かれているけれども、インターフェース

というものがあることはあるが出てきてなくて、むしろインターフェースというのがクロ

ーズアップされると、５０％に向けての具体的なシナリオが出てくるんじゃないかと思う。

これをこれから大幅に直しなさいというと大変なので、何かインターフェースをきちんと

していくということを、どこかに文言をもうちょっと盛り込んでいただけたらと思ってい

る。

○座 長

中間報告でそれを求めるということでよいか。

○委 員

言葉として、どこか１字でも入っていれば、ここに書いてあるからやろうよという議論

になるので、その辺に盛り込んでいただければ十分かと思う。できる範囲でということで。

○座 長

意見はいただいたが、今の問題は大変大きい。まさに政策がどこまで関与できるか、し

た方がいいのか、そのツールや移管という非常に重要なことも含むので、相当な議論が必

要かなと私は思う。

○委 員

相当な議論が必要なところだと思う。ただ、グローバルにするためには、制度とか法律

というもの、性能の規格化だとか、それを支えていく制度だとか法律の整備というのは必

ず出てくることで、やはりその辺の動きをつくれるような一言があればいいのかなと思う。

○座 長

大きなところの問題意識は皆さんお持ちで、やはり自給率５０％を具体化していく、実

現していくということにかかわっては、その問題を欠いては実現できないので、そのとお

りだと思う。

○委 員

私は自給率５０％ということを考えるときに、輸出がゼロで輸入材が減ってきて５０％

という姿が、どう考えても見えてこない。というのは、最近はエポックに多少なっている

が、パルプを日本から中国へ輸出するというのが随分増えてきつつある。これはほとんど

が国内の製材用のチップだとか、原木からのチップを含めて輸出すると。これは、紙の需

要が中国で非常に高くなるということだろうと思うが、パルプ同様に製材品も輸出商品に

なるというような位置付けがあって、輸入材も入るけれども、輸出材もどんどんあるとい

う絵の中で、初めて木材産業が元気になっているのだろうなというイメージが描けるかと

思う。

例えば、スウェーデンはフィンランドと違って、非常に加工度が高いものを、小さい会
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社も含めていろいろ国内でも使うし、輸出もどんどんやっている。一昨年の数字を見てみ

ると、２０万立米以上スウェーデンから輸出している国がエジプト、イギリス、デンマー

ク、モロッコ、日本、アルジェリア、ドイツ他等があるが、そのようにいろいろなマーケ

ットに対して戦略的に民間が商品をつくってやっているということかと思う。日本の場合

は慣れていないことなので、かつて三十数年前にアメリカやカナダが対日向けの輸出を増

やしていこうというプログラムを組むときに、全米針葉樹協会だとか、カナダの団体が日

本に事務所をつくってマーケット調査もするということがあった。今の時点で何を言って

いるんだということになるかもしれないが、本当に中国、韓国、東南アジアも含めて、私

のイメージするのは日本の植林木の杉が針葉樹でこれだけある程度まとまった量があっ

て、乾かしたら非常に比重が軽い木だと。軽さというのは非常に大きな価値だと思うので、

その辺を、何だと言われても名前が出てこないけれども、そういうものを生かした商品が

かなりできるだろうと。

例えば、日本でも今は合板で杉がかなり使われだしたが、大工さんは非常に喜んでいる。

なぜなら、これは施工現場で２階に持ち上げるときに非常に軽いというようなことがある

わけだから、そういう木はたしかほかには人工樹でないかと思うので、輸出をちゃんと位

置付けていくぐらいの気持ちがどこかに１行欲しいと思う。さっきの話ではないけれども、

そういうイメージがないと、今の輸入材を全部国産材に置き換えての５０％の話は想像で

きない。もし、それが実現できるとしたら、幾らお金があっても足りないというか、コス

トが非常に高くつくということだろうと思う。

○座 長

今の件にかかわって、ほかにもし意見があれば。輸出をどうしても書き込めということ

だろうか。

○委 員

書き込めというか、今日、中間取りまとめ案というのがある。皆さんでながめているわ

けだが、何かここで意見を言うと、この言葉は統一した方がいいとか、あるいはここはち

ょっと一言入れた方がいいとか、そういうものは受け入れてくれる状況なのか。それとも、

単に意見を言うだけの場か。

○座 長

できれば、これまでのところでも皆さんの意見をかなり聞き入れて、本当に数時間前ま

でそういう時間として受け止めていたから、この場ではここを認めていただいて、この後

の会合でそれらも含めて成案にという気持ちはあるが、それにしてもたくさん意見が出て

きたり、ここは全員で何としてもということがあれば、しかるべく対応が必要かなと思っ

ている。

○委 員

この文書というのは、どこまで流れるものか。私は読んでいて、別に内容がどうのとい

うよりも、表現が弱いと思う。例えば、私は下流の方にいるので、９ページの「川上から
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川中・川下まで」の次の行に「左右されにくい」とあるけれども、何か受け身だと思う。

フレキシブルに対応できるとか、同じことなのだけれども、そういうちょっとした表現で

も受け止められる印象というのが大分変わるものがたくさんあるんじゃないかと思う。入

れる、入れないは最終的には座長さん初め、関係者で議論すればいいと思うが、そういう

提案とか、やはりこれが抜けているから入れておいた方がいいんじゃないかという意見が

ある。そういうものは一応出して、あとは御一任するという形で進めてよろしいか。

○座 長

はい、結構である。ただ、余りにもたくさんバラバラと出てくると原案が何だったんだ

ということになるので、言葉と概念くっつきで提案しているので、その概念のところまで

思い足していただいて、私の言わんとするところも入っているかなどうかなという辺りで

御判断をいただくということかと思う。

○委 員

私が聞き取れなかったのかもしれないが、輸出の項目に関しては、一応書いてはいただ

いている。それと、当然我々の検討委員会では輸出というのは非常に大きな項目としてと

らえて検討している。それは報告書の中に盛り込ませていただく。

それと、基本政策検討委員会の中でも（５）の①「質・量ともに」の次のページの一番

最後に「輸出も視野に入れた技術・製品開発を推進」という形で、輸出に関しては推進し

ていこうと受け止めているが、そういうことではないのか。

○座 長

大きなところではその辺り。ただ、今の話はもう少し大きな話である。

○委 員

５ページの一番上段に、伐採後に適切な造林が行われない場合には植栽の命令が発せら

れるという記載がある。４回目のときにもあり気になったが、この言葉は非常に現場の者

にしたら強く当たる。適切な造林というのはどの程度のことを要求されているかわからな

いが、現場では現在のような木材価格、又はもう少しぐらい上がった状態では、皆伐して

もとても植栽はできない状態だと思っている。ですから、ほとんどの方が新植に取り組め

ないような雰囲気のところに植栽の命令を発するということは、現場の感覚とこのペーパ

ーとは非常に大きなずれがあると思う。その辺りを私は心配するのだが、いかがなものか。

○座 長

言葉がちょっときついということであるが、内容はいかがか。やはり所有者の責務、そ

れから、伐採後の造林をきちんと確保していく仕組みは、制度として持たないことには木

材の管理だとか機能を発揮させるとか、木材が具体的に出てきて５割を維持していこうと

いうところにかかわって、非常に重要なところになる。

○委 員
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制度としてはつくれると思うし、発せられると思うが、所有者にしてみたら損か得かと

いうことにかかわって、将来利益が望めれば新植して、また手入れしていくし、もう山は

懲り懲りだという方は皆伐した後には植栽しない。ですから、そういうことを制度として

どう縛っていくかということは大変厄介なことだと思う。

○事務局

この表現は、今の造林未済地の問題が全国的にあり、要は、先ほどおっしゃられたよう

に、伐採後、放置されているという山を何とか防ぎたいというのがそもそもの発想である。

ですから、伐採を行う場合には、今の計画制度の中で市町村長に伐採及び伐採後の造林の

届出というものを出していただく。切った後に、私はここはちゃんと天然更新する、ある

いは造林するという届出を出していただき、それに基づいて伐採していただくことになっ

ているわけだが、最近はそういう届出すら出さずに切り抜けていってしまう。そうしたと

きに、今の制度の中では何ら手当てすることはできないので、ある意味悪質な切り抜けを

防ぐために、制度として伐採後に適切な造林が行われない場合には措置命令を行えるよう

な制度を設けたいということ。今は儲からないから切って、その後、所有者は伐採しない

でという話があるけれども、本当は市町村森林整備計画の中には、公益的機能をちゃんと

発揮する上では、切った後植栽してもらわなければ困るというような地域も指摘されてい

たりして、そこでは切った後にはちゃんと植えていただく、あるいはそういう更新が図ら

れるような切り方をしていただきたいということを、しっかりとルールとしてつくりたい

というのがここに書いてある内容である。ですから、ここに書いてあるのは冒頭申し上げ

たような、造林未済地を未然に防ぐための制度を今の制度の中では若干抜けているところ

があるので、そこをちゃんと措置していきたいということである。

○委 員

関連してよろしいか。何回か前の回で、私は実はこのことに関連して発言した記憶があ

るのだが、市町村整備計画でスギ・ヒノキを植えなさいということになっているところも

あり、天然更新しようと思うとできなかった。現実実態として、天然更新が適した地域も

あるのでないかというと、市町村整備計画でそこをきちんと判断した内容にしておいて、

天然更新をするところはする、再造林するところはするというのが判断できるような状態

になっていれば、問題はないのかなという気がする。というと、ここは伐採後に適切な更

新が行われない森林に対して、植栽の命令等が発せられる仕組みとすれば、例えば、地域

によって天然更新の方が適していると思われれば天然更新が選択できると。植栽しないと

森林として成立しないというところは植栽してくださいという指導がある。それが伐る前

にわかっているような状態になっていることが必要ではないかと感じている。

それと関連して、そうすると、市町村整備計画に何をうたってあるかというのが非常に

大事になってくる。現地実態を把握していない市町村整備計画のままでは、後々の更新が

例えば、天然更新が成立しないような場所でもそれが選択できる状態になっているとか、

あるいは全部にスギ・ヒノキを植えるよりも、ほかの方法が適している地域でもスギ・ヒ

ノキを植えることが義務付けられているとか、そういうことがなくなっていくように市町

村整備計画がきちんとしたものである必要があると考える。
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それと関連するが、資料２の３ページの③で「計画策定に当たっては、市町村ごとの判

断で、市町村森林委員会の設置など」の「市町村ごとの判断で」というところが少し引っ

かかっていて、市町村で、うちは別にみんなの意見を聞く必要はないということで、勝手

に役場の農林課で決めてしまうということになってしまわないかなということで、「市町

村ごとの判断で」というのがちょっと怖い気がしている。ここにきちんと森林に関係する

所有者や事業体あるいは森林組合、また、森林についての知見を持った有識者等が入って、

その地域にふさわしい市町村整備計画ができるというところを担保する必要があるのでは

ないかと思う。

もう一点だけ。更新に関して、今までの議論でも出ていたが、やはり更新を考えると、

最大の問題は獣害である。天然更新を選択しても獣害で成立しないというところもあるの

で、どこかしら獣害の問題を入れておくのが今の森林の現場の感覚であり、更新のところ

では野生動物の関係という言葉がどこかしらにあった方がいいのではないかと思う。これ

は、過去の議論でも何名かの委員さんから出ていたと思うが、そのように思っている。

○委 員

関連して、３ページの市町村ごとの判断だが、本当に温度差があるので、本当にきちん

と山を見られているかいないかということがあると思う。そこに都道府県の指導によって、

そして、国がチェックするというようなことがあると、きちんと計画がいくのではないか

と思う。

それから、獣害のことは前にも申し上げたけれども、よろしくお願いしたい。

○委 員

関連したことで１つよろしいか。読んでいて、各項目はよく書けていると思う。先ほど

政務官もフォレスターの位置付け・役割を非常に重要視されているという御発言だった

が、例えば、今の３ページに「合意形成を図り」と書いてあるが、この辺にフォレスター

という言葉を配置していったら、こういうことをやるためにはフォレスターというのが入

ってくるというのがはっきり見えるのではないかと思う。まさにフォレスターというのは

こういうことをやるために存在するわけである。ですから、せっかく人材育成して何かつ

くるのに、ここの中にそれが入ってきていないから、余りあれするとぐちゃぐちゃになる

けれども、むしろある程度拾って、お互いの関連を明確につなぐことはできないのか。

○オブザーバー

これは全般にかかわることだが、今朝ちょっと読めなかったのでこの場で改めて読んで、

下線部分がかなり多い。最初に私が聞いたのは、今回は文言の修正程度で、あとは川下を

付け加えましたと言うけれども、かなり本質的な部分についてもいろいろ加わっていると

ころがあって、これは十分議論を尽くしていなくて、この場で新たに加わって、それをそ

のまま承認してくださいという形になるとどうなのかなというところはある。

１つは、８ページの②イコールフッティングの確保だが、これは先ほどの資料３「各委

員会検討状況」で、この資料そのものは前回、検討委員会で出されたものの抜粋というこ

とだが、その一部の文言がここに書かれていて、書かれていないものも結構あり、あたか
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もこれが検討委員会での結論のような形で出てきていて、これもどうかなと思う。

もう一つ、今の②イコールフッティングの確保の一番下のところで、登録・評価制度等

を導入とあるけれども、これは果たしてどこまで合意ができて、こういう制度になるのか

というのは疑問である。

あともう一つ、より全般的なことは、どこまで官がかかわるのか。例えば、川下の部分

は大分細かく書いてあるけれども、商流・物流の構築とか、こういうものは果たして官が

どこまでやるのか、そこはきちんと整理する必要があるのではないかと思う。

あと、１０ページの上の方も、今までコーディネーターの育成というのは補助金を使っ

てやったりしているが、果たしてそういうやり方でいいのか。もう少し官と民の役割の整

備も必要ではないかと思う。それが川下全体の今回下線を引いてある部分については、大

分そこの整理が必要ではないかと。

あと、林業機械のところもそうである。７ページだが、新たに加わっている。これもど

こまで官がやるのかというのを整理する必要がある。実際にこの点については、過去相当

やられてきている。その結果がどうであったのかの検証がないままに、更に機械をやるの

かということ。これは大変深刻な問題ではないかと思う。私は、低コスト作業システム検

討委員会のメンバーになって議論に加わったが、中身はかなり問題が多かった。あそこの

検討委員会の結果が果たしてどうなったのか、それも含めてきちんと検討のないまま、こ

ういう機械化の推進等で新たに加わるというのはどうかと思う。ですから、これもどこま

でが官の役割なのか。そこの整理が、どうもいまいち明確でないというところである。

○座 長

もうちょっと先を指摘いただくとすれば、今回はこのレベルで書き込んでもまあまあい

いけれども、あるいはそれさえだめか、あるいは次の会のときには、こういう問題意識を

持ちながら中間報告ないしは全体のところでも議論をするのだが、中間はここだと。しか

し、議論はこの先なんだというレベルで少し加えればいいのか、この辺りはどうか。

○オブザーバー

例えば、官と民の役割というのは、かなり本質的な部分だと思う。これは別に今回書か

なくても、もう少し議論をした上で書き込むことも可能なので、その辺はきちんと整理し

た方がいいと思う。

○委 員

今回の再生に向けたプランの中で１つ大きな位置付けが、名称が変わった森林経営計画

だろうと思う。例えば、施業の集約をして、なおかつ行間を読む限りは、例えば、資源の

保続であるとか、環境への配慮であるとか、やはり現場の末端の非常に実務的な計画の主

要な部分を担って、これは非常に大きな働きを示すというふうに読める。これもまた改革

の主要な部分だろうと思う。

当初、林野庁が質問された中に、森林認証を否決するようなという文言もたしかあった

と思うが、そういう認証に関しては私もコメントして、今回の文章にはないが、その精神

は是非ここで確認しておいていただきたいと思う。それは、最近いろいろ生物多様性等も
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注目されているし、今回の管理計画がかなり林業木材生産寄りに触れていると思うわけだ

が、それが決して森林の公益的機能の整備を軽視するものではないということを末端の計

画の中で確認しておいていただきたいと思う。そのことは、プランナーの育成の研修に関

しても通ずるもので、そういったものが研修に反映されることを期待している。

○座 長

重要な指摘だと思う。プランの最も最初の理念のところにも、きちんと生物の多様性を

意識しているのだと思うが、森林の多面的な機能を維持するということが掲げられている。

○委 員

２点あるが、まず１点は、森林情報について、例えば、３ページの②都道府県の最後に

森林情報ということが書いてあるが、１つの項目として森林情報をどうするのかと。あち

こちに散らばっているものだから、その辺り例えば、次の４ページの⑤の後ろに⑥という

ことで森林情報というものもきちんと位置付けていただくとありがたいと思っている。

もう一つは、今、森林経営計画とかフォレスターという問題があるが、これらの具体的

な姿が見えないという意見もあると思う。それと、現状の施業計画からどういうふうに経

営計画へ移行させるのかというような、今後の中間取りまとめと最終報告という流れの中

で、その辺りをどうしていくのかというのが大きな問題だと思う。今後の進め方そのもの

だと思うが、やはり実務的な論議がここで必要になってくるのではないかと思う。補助金

も含めてだが、そういう何らかのワーキングというものが今後必要ではないかということ

で提言させていただく。

○座 長

しっかりと受け止めなければいけない意見だと思う。

（休 憩）

○座 長

皆さんのところに３名の各委員の意見ペーパーが回っているかと思うので、順にお願い

したい。

○委 員

私の意見はフォレスター制度にかかわってのことで、実は５月３１日バージョンの素案

で意見を書いた。そうしたら、今日元に戻ってでてきたが、逆に言うとフォレスター制度

がいかに不安定で、中身がはっきりしていないかということの表れであるので、そのまま

意見を言わせていただきたいと思う。

先ほど、舟山政務官がおっしゃられたこととかなり重なるようなことになると思うが、

先ほどの人材育成と林業事業体の座長さんの御報告の中にも、フォレスターの職務がどん

どん広がっていくということがあった。これは当然のことながら今回は反映されていない

けれども、そのように考えざるを得ないということになってくることが１つ。
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もう一つは、５月３１日バージョンでは市町村森林整備計画の策定や市町村が行う行政

事務にかかわることができる、行政に関与できるというような文章が、整備計画の策定な

どに際し市町村に対する助言、指導を行うという文章に変わっていて、小さい変わり方な

のかもしれないが、私にとってみると本当に事務局と私たちとの間で議論ができていたの

か疑問視せざるを得ない。今までの議論の中では、相当フォレスターがかかわらない限り

は実際に動かないではないかという話がいろいろなところで出ていた。なおかつ、例えば、

伐採届出が機能していないような状況を何とか機能させなければいけないといったことも

ずっと議論されてきたと思う。そういった状況にかかわって、一応「市町村森林整備計画

の策定など」とは入っているが、しかも、指導・助言で本当にこのフォレスター制度が動

くんだろうかという疑問を持たざるを得ない。

そうなってくると、制度そのものの今まで考えていたところから様相が大きく変わって

きているのではないか。今まで想定していたのは、行政の単なる市町村の支援という話で

やっていたけれども、それから更に職務が増えてくると。実際に今までは、中身までかな

りかかわるとなっていたが、その中で合意ができているかどうかあいまいな状況があると

いうことで、その後もうちょっとはっきりとフォレスター制度というものを改めて考え直

して位置付けるべきではないかと思い、こういう提案をした。

一応、提案１、２、３と書いたが、１つは、先ほどフォレスター制度を創設する中で人

材育成のところにあったと思うが、要するに、市町村と都道府県の関係がどうなるんだと

いうお話があったし、あるいは私が聞いている話では、本来、市町村のやっている業務を

いつまでも都道府県と国有林におんぶに抱っこという話ではないだろうといった議論がさ

れていることも聞いている。そうすると、もうちょっと先々のことまで考えてフォレスタ

ー制度を設計しないと、当面、都道府県と国有林が支援するという仕組みで走ってしまっ

たら、ちょっと問題ではないかということがある。

もう一つは、これを機能させるためには、単独の市町村ではなかなか難しいという状況

になってくると、それをカバーするようないろいろなやり方をやれるような道を開いてお

くことが必要ではないかということである。その提案として全体としてフォレスター制度

を創設するということと、フォレスターを配置することが単独では難しいのであれば、森

林・林業行政というものを都道府県と市町村が協力するとか、幾つかの市町村が合同でや

るとか、あるいは市町村が都道府県に委託するといった道を開く、あるいは今回の森林計

画制度の具体的な改正をするときには、そういうことが可能なように仕組んでおくことが

必要ではないかと思う。

もう一つは、フォレスターの権限というものをはっきりさせないと、先ほどスーパーフ

ォレスターというような言葉をおっしゃられていたと思うが、それだけ能力を持った人が

単に市町村に指導・助言ということで、本当に責任を持った仕事で、やりがいをもってで

きるのだろうかと思う。そうなると、フォレスターはどういう権限を持っているのかを、

はっきりさせるべきである。先ほど、資格制度というような話もあったが、資格制度にし

て、その人がきちんと権限を持ってかかわれるようにしないと、本当にフォレスターの人

がやる気になって仕事ができるんだろうかという気がする。

もう一つは、スーパーフォレスターがいろいろなことをやらなければいけないとなると、

単独ではやはり難しい。今までの議論の中でもフォレスターはグループとして活動するよ



- 20 -

うな存在ではないかという御意見があったと思うし、私自身は都道府県が組織的に関与す

べきではないかということを申し上げていたけれども、これをきちんと機能させるために

は、都道府県が組織的にフォレスターを支援する仕組みを整備することをちゃんと書き込

まないと、本当に孤立してフォレスターが動けなくなってしまうのではないかと思う。

そういう意味で、一番最初に委員が日本の仕組みというのはよくできているけれども、

動いていないというのが一番の問題なんだということをおっしゃっていたが、今回もこの

まま進むと、皆さんいろいろな形で議論して、事務局の方もいろいろな形で新しい制度を

つくるために検討されたけれども、それが動かないんじゃないか、同じようなことを繰り

返してしまうのではないかという懸念を持った。ということで、今回こういうような形で

意見を言わせていただいた。

○座 長

もうちょっと具体的に、その先を提案いただくと助かるのだが。例えば、こことここは、

あるいはこの文言だけはどうしても入れろとか、これについては今日のここでの議論を踏

まえて、この後のところで必ず議論してくれとか、それはどうか。

○委 員

１つは、フォレスターの権限ということ。先ほど、資格制度という意見もあったけれど

も、要するに権限は何なのか、ただ指導・助言では何なのかということが余りにもわかり

にくくて、きちんと権限を持って関与できるということがはっきりしないと、フォレスタ

ーが責任を持って仕事ができないということ。もう一つは、先々を見通して、もし市町村

がこれから先、主体的に動くとなると、なかなか単独で動くことは難しいかもしれない。

では、幾つかの市町村が一緒にやろうじゃないか、都道府県と一緒に協力してやろうじゃ

ないか、では、フォレスターを置こうじゃないか。あるいは、どうしてもだめな市町村は

都道府県にお願いするとか、そういったいろいろな状況を想定して制度を考えておく必要

があるのではないか。そういった面で、森林計画制度などのところにこういう形で、行政

がいろいろな形でそれぞれの状況に合わせて問題を解決して、フォレスターを置いて進め

るような道を開いておく。もう一つは、フォレスターをバックアップするような何らかを

組織的にやっていかないと、１人で孤立して本当にちゃんとした仕事ができなくなってし

まうのではないかと思う。

○座 長

２と３については、何としても可能な限り書き込めということのようですね。１番目に

ついては、むしろこれから先の議論として、これまでも議論はあったし、むしろ現実的に

動かしていく場合のあるアローアンスを与えるとすれば、当然のようにそこに出てくる選

択肢だということですね。

それでは、続いて、できる限り短めに内容を明確化してお願いしたい。

○委 員

私の今回の意見書は、論点１～５まであるが、論点５以外は確認である。確認とは何か
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ということだが、私が考える限りは、今回の検討委員会の最大のポイント、ある種最大の

成果は、やはり市町村整備計画とその中の森林経営計画（仮称）。しかも、これが市町村

整備計画の中に一番下位に位置付けられているというところに物すごいみそがあると思

う。それは、都市計画で言えば、緑のマスタープランである程度解決することである。森

林には勿論そういうものは今までなかった。片仮名語でマスタープランと書いてあるので、

言いがかりじゃないかとおっしゃるかもしれないけれども、やはり私は森林のマスタープ

ランとしてきちんとしたものを位置付けた方がいいという考え方である。

責任性というのもわかるけれども、所有者に幾ら強制しても現実には機能しない。そう

ではなくて、制度として仕組みとして、そうせざるを得ない仕組みをつくる。それが一番

きついのがドイツだと思うが、国民性もあると思うけれども、日本はアジアの国だからそ

ういう点では有利。それを一歩踏み込んで、制度化するのであれば緑のマスタープランに

対抗するぐらいの森林マスタープランというものができれば、事前にどこまでを天然林と

して残すのか、どこからを人工林とするのか。その人工林の中でも再造林にするのか、そ

のまま天然更新主体にして自然に戻すのかというような議論は、このマスタープランの段

階でかなりできる。法制度的にマスタープランをどこに位置付けるかというのは、御承知

のように都市計画のときに随分議論があったけれども、それははっきりしなかった。はっ

きりしなかったが、あれは都市計画上前提になっている。だから、いいところ、悪いとこ

ろがあるわけだが、それは長年向こうはやっているわけだから、いいところだけをとって

森林マスタープランをつくった方がいいと思う。制度的にはちゃんと仕組みで規制してい

く、それが第１点。

それから、２～４点目は、最小流域単位、森林経営計画（仮称）である。休憩前に委員

からも御指摘があって、他の委員の方からもちょっと出てきたが、私はこれがこの中間取

りまとめの目玉だと実は思っている。フォレスター制度の実現とか路網整備の実現といっ

たことのかぎが、全部ここにあると思う。よくこれをこういうふうに書かれたと思うが、

私はこの方向に反対ではない。第１回目からこういうことを私は主張している。だから、

反対はしないので、賛成だが、気になるのはこれが周知されているかどうか。つまり、こ

の中間報告段階で合意されているのかどうか。その点について３点確認した方がいいので

はないかと思う。だから、論点２は、まさに制度化の確認と合意が必要である。

論点３は、森林経営計画（仮称）の計画者、これは書き方が場所によって違うけれども、

基本的に５ページにあるように、森林経営の主体、つまり林業経営者に位置付けられてい

る。これは日本語として読めばそのとおりである。この点についてこれでいいのか。

論点４は、もしそうであれば森林組合はどうするのか。施設森林組合というものは森林

法に規制された存在であるので、リスクを取って経営を展開するのは基本的にはできない。

組合員に不利益な形はできない。今日の森林組合改革検討委員会座長からの報告でも、こ

この点について全然触れていないので、これはどういうふうに部会では議論されているの

か。私は多少気にしている。これならいいのだが。

世界各国全部は知らないが、主要な林業国の場合は、やはり森林組合が出資して企業法

人をつくる。フィンランドなどは代表的なもの、林産業であるから。そういう形の実力が

ある森林組合がどこにあるか。組合員が直接出資すれば別だが。日本の森林組合法はそう

いう組合を育てていないので、できないだろうと思う。そうすると、先ほどどこまでが官
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か、どこまでが民かという指摘が委員の中からあったけれども、そのとおりだと思う。た

だ、どこまでを補助金・交付金でこれからやっていくか。それから抜け出す方法は最小流

域の経営主体をどこに持つか。ただ、一般企業の参入を前提にするのであれば、勿論それ

は銀行からお金を借りてやると思うが、再造林についてもその採算の中で考えていく。そ

れは技術的に初めから規定するのではなくて、経営の中で。ただし、勿論、流域環境の保

全という治山治水面からの規制が当然、森林法であるわけだから、それは必要だが、基本

的には経営体に任せるべきだと。その点、特に森林組合はそれでいいのかというのが論点

４である。

論点５は、「意欲と実行力のある者」というのがちゃんと勘定したわけでないけれども、

多分１０回以上出てくるんじゃないかと思う。５ページでは１ページの中に５～６回出て

きたと思う。それはそれでいいけれども、意欲と実行力のある者というのが何か。つまり、

それがこれからの日本の将来の森林・林業の担い手の中心的な姿であると考えると、１９

６０年代に林業基本法ができたときは自立経営林家、これは農業基本法になぞらえてつく

られたものだが、林家というものを想定して、それが約２０ヘクタールに規模を拡大する

と。そのことによって専業的な林業経営を確立するのだというのがあの当時である。勿論、

実現していない。しかし、あれはわかりやすかった。しかし、今回の意欲と実行力のある

者というのはわからない。６月以降の制度化の議論は、かなり難航すると思う。これは全

体の文言の理解の仕方にもよるが、私の理解から行くと、行政のための森林計画制度とは

別に、やはりプランを実際に進めるための計画づくりという点に一歩踏み込んだものと、

最小流域単位をとらてえいるので、そういうとらえ方から言えば、やはりこれは森林・林

業基本法に立ち返って規定をすべきものだと思う。必ずこれは制度化の段階で森林・林業

基本法と齟齬を来す部分が出てくると思う。つまり、森林・林業基本法でこういうことは

想定していない。

○委 員

今回の森林経営計画制度、それから、補助・助成の在り方が集約化を前提としたものに

限定というようなことがあった。経営計画を立てるのも面的なまとまりを重視した経営計

画だというお話があった。論点２のところで、森林経営計画の制度化について確認と合意

が必要である、では、これは合意が取れているのかということを問われたが、私は林業経

営者の立場では合意できないと申し上げたいと思う。

なぜなら、林地は絵に描いたようにきれいにくるっと囲むことは実際には不可能だから

である。みんな個人の所有がバラバラであり、それをいかに広げていって森林整備を進め

るかということが最も大事なポイントだと考えているから、実際に森林整備を進めていく

上では、点と点を徐々に広げて森林整備ができるところを広げていく。私も林家だと思っ

て毎日一生懸命やっているけれども、この新しい計画制度のもとでやりなさいと言われれ

ば、私は恐らくかなりの場所において不在村地主になってしまうだろうと思っている。

点在している林地の中で、いかに植伐計画を立て、木材を生産し、森林を整備していく

かということをやっている人間がかなりいるわけである。残念ながら、それができなかっ

た地域がたくさんあった、これはそのとおりだと思う。そこを埋めていく努力をする、そ

のために集約化というのは非常に有効な手段だと思うけれども、集約化のみに限定した計
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画制度を認める、そこに税制の優遇をつける、造林等の補助も集約化のみに限定するとい

うことになれば、今まで林業経営をしてきた大半の地域が、この計画は立てられないとい

うことになってしまうことを非常に懸念している。実際に絵を見ると、この絵のような計

画を立てろとなった場合、動かない地域がたくさんあるんじゃないかということを非常に

懸念している。

○座 長

もうちょっとその先を言ってもらえないか。資料２に即して言うと。

○委 員

資料２というか、委員のペーパーの中で、ｂのところ「前回、委員がおっしゃったダブ

ル計画式に」ということで、企業あるいは林家の経営計画と、今回の新しい森林経営計画

をオーバーラップさせるようなダブル計画式というのを認めるということで、この問題は

解決できるのではないかと考えている。

○委 員

今の委員からの意見は、実は前回もきちんといただいていて、基本的には我々もそう考

えている。個々の森林所有者の計画を今後どう認知していくのかについては、きちんと今

後詰めていこうということで考えている。

○委 員

それなら、その文言をどこかに入れていただかないと、今このペーパーはインターネッ

トでも見られる状態になっているので、ほかの林業経営者から非常に心配する声が私のと

ころにも届いている。ですから、文言を是非入れていただきたいと思っている。

○事務局

指摘の点については、今、委員が申し上げたように、私たちとしても今まで一生懸命取

り組んできた方の経営を台無しにしてしまうというようなことは毛頭考えていない。ただ

一方、制度の内容については、これからいろいろと詰めていかなければいけないところも

あって、現時点ではまだ決まっていないところも多いものがある。その意味で、「１ 改

革の方向」の２ページの上の真ん中辺り、要は、この改革に基づいて①～④の対策を段階

的、有機的に進めていくことによって、国産材の安定供給体制を構築する条件を整備し、

１０年後の木材自給率５０％以上を目指すと。これを通じて、意欲と実行力のある者によ

る林業生産活動等が継続的に実施されることとなり、山村地域における雇用機会の確保を

通じた山村の活性化云々となって、今回の見直しがあくまでも意欲と実行力のある者によ

る林業生産活動が継続的に実施されていくということがまずベースにあって、その上でそ

ういったことを基本としながらも、面的にまとまりを持った計画で、今までの取り組みが

行われなかったところも含めて進めていくには、どういうことで検討していくかというこ

とで、その改革の内容が記載されているということである。ですから、今の御指摘の点に

ついては、そもそもの改革における考え方として、意欲と実行力のある者による林業生産
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活動等が継続的に実施されるということを念頭に置いているというところで、この一文を

この前の議論を踏まえて付け加えさせていただいたということである。

○委 員

今のことについて、集約化のことで前回にいろいろとお話をいただいたと思う。集約化

というのはとても難しくて、私たちのような都市近郊の林家としては、これは私事で家の

山の境界を決めるのにうちの周りを歩いたが、たかだか３００ぐらいしかないけれども、

林家が１００人以上いた。そういう人たちを集約化と簡単に言うが、誰がどういうふうに

まとめていくかということが非常に大きな問題だと思う。その辺のところを頭に入れてお

いていただかないと、集約化はオーケー、だけれども、集約ができなければ限定されると

いうことになると私たちは本当に泣かざるを得ない。山も捨てなくてはならない状況にな

るんじゃないかと思っている。その辺のところを理解していただきたいと思う。

○座 長

今の件はいかがか。実はこれは、計画制度のワーキングをつくらせていただいて検討し

た際にも何回も議論しているし、これがまとまる段階での理解のレベルというのは、これ

までもお話ししてきたとおりである。ただ、現実的にそれをきちんと担保するような文言

が欲しいということも確かにあるかもしれない。

○委 員

持続可能な森林経営を目指すという目的があるわけだから、その集約化はある意味、手

段であり、手段が目的になるというのは本末転倒であるので、既にそういった自立的な林

家の方が経営を確立されている場合には、そちらの方が優先するというのが私の理解であ

る。ですから、何をもってそういったことを確認するかというのは難しい問題だと思うが、

そういった長年林業を営まれた方の属人的な、あるいは大企業の会社の計画というものは、

ある程度尊重して、一方で要件を満たしながらやっていくという形で、認定していくので

はないかと思う。

○座 長

意見はいただいた。しっかり、ここ３回続けて議論もしている。

○委 員

私も今おっしゃったられた意見に賛同するのだが、もう一つは、これは内部文書ではな

いので、外部の人から見て本当に皆さんが検討している内容がちゃんと伝わるのかどうか

という観点からやるべきだと思う。幾らこちらでそういう意味を込めていたと言っても、

相手がそういうふうに思わないとなれば、文章が悪いのか、制度が悪いのかと思わざるを

得ないので、それははっきりさせておく必要があると思う。

ついでに言うと、私の３つあった１番目に関しても、実は議論はされているけれども、

議事録を読めばアローアンスを許容するような計画も議論しましょうということが言われ

ているが、少なくともこれを見るだけではそういう議論がされていたとか、そういうこと
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を許容するような制度にしましょうというのはわからないので、普通に都道府県の人とか

市町村の人が見ると、今までどおりなんだとしか見えない。ですから、その辺はちゃんと

こちらが考えていたこと、検討していたことが伝わるように書くべきではないかと思う。

○委 員

多分、まだ現行の森林計画制度、それから、市町村整備計画を前提としてお考えになっ

ておられる事務方及び委員の方が多いと思う。ですから、どうしてもその相互の関係、国、

都道府県、市町村の役割分担に興味が行く。舟山政務官がおっしゃった中期試験に基づく

今後の在り方ということも、いかにもそこと関係があるようだけれども、実はこのペーパ

ーで一番大事なのは森林経営計画（仮称）である。ここはどういう主体がどういう形でや

るのか。しかも、先ほどの繰り返しになって恐縮だが、これが一番計画の下位に位置付け

られているというのが、この話の一番みそである。そのときに都道府県がどういう役割を

するかということも含めて、ここにかかっているわけである。フォレスターとかプランナ

ーというのは、まさにここにかかっているわけ。だから、私はフォレスター、プランナー

の在り方を議論する前に、仮にドイツのフォレスターをイメージするのであれば、あれだ

けの権限と権威を持つにはやはり１００年ぐらいかかる。そんな簡単ではない。しかも、

あれは単なる指導者ではない。ビジネスマンとしての側面を十分持っているわけ。そんな

ことは今はできないので、日本は日本的な林業をドイツより４００年も前からやっている

わけで、その中との関係を十分理解して進めないと、フォレスターをポンと放り込んでも

うまくいかない。しかし、制度化によってはかなり機能するというのが今回のペーパーだ

と思う。しかし、その要は、やはり森林経営計画（仮称）を具体的にどう制度設計するか、

そこにかかっているように思うので、あえてそれをはっきりと項目の中で入れずにばらけ

させて、こういうふうに素案で記述しておられるのは、余りこれに注目させないようにし

ているのかと。

○座 長

そのほかいかがか。

○委 員

やはりこの文章を読んで受け止める人がどういうふうにとってしまうかを最大限考え

て、こういうふうに受け止めてもらいたいというのをきちんと出した方がいいんじゃない

かと思う。ここにいる委員の方々は何回も議論しているからわかっているのはわかってい

る。でも、初めてそれに接したときに飛び込んでくる言葉というのは、ストレートに入っ

てしまうので、そこは注意された方がいいのかなと思う。

それから、下流のことですけれども、上流で言うと森林所有者、事業体が小さいという

ことで、やはり集約化というのは実際なかなか難しいということと全く同じものが、実は

木材の流通・加工においても言えているのではないかと思う。製材所というのは非常に小

さくて、先ほどリージョナルとグローバルと言ったけれども、例えばＪＡＳというのも一

つの規格でグローバルである。でも、ＪＡＳは取るためにはお金がかかるし、維持するた

めにお金がかかるし、そういうお金が払えない小さいところは入れない。要するに、規格
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もないものが出回ったり、あるいは独自で規格をつくって、それで動かすとか、その辺が

ぐちゃぐちゃになってしまっている。実際に今それで生活している人たちがいるわけで、

その辺を支えながら制度づくりをしていかなければいけない、その辺の工夫。それから、

そういう人たちが大規模化したら小さな製材所はみんなつぶれるんだというイメージでと

られたら最悪で、そうではなくて、きちんと伝わるようなやり方をしないといけないなと

思う。それをどうやって表現するかというのは、実はすごく難しいけれども、やはりやら

なければいけないと私は思う。

○委 員

今回の中間取りまとめの重要な点というのは、２つの森林計画だと思っている。市町村

森林整備計画を森林のマスタープランとするというのがまず第１点だと思う。しかし、こ

のマスタープランとするということの内容はまだ書き込まれていないので、これは今後や

っていかなければいけないということだが、ここで何をやるのか、それから、それを誰が

担っていくのかという議論をきっちりしていただかないと先に進めない。フォレスターが

これを担うんだということをやはり書いていかなければいけないと私は思っている。市町

村整備計画なので、形式的には市町村長が勿論、最終的な責任を持って立てるというのは

当然のことだけれども、しかし、それをやっていくために技術的な力を持っているフォレ

スターがかかわる、その権限をきっちりと書いていただかなければ、やる側としてフォレ

スターが熱意を持って行うことができる形にならないということ。それをやるためには、

やはりフォレスターの権限というのを明示していただきたい。

それから、フォレスターが１人でやるということはほとんど不可能なわけなので、どう

いう形で組織としてこれをフォローするのか、もし、県の職員であれば、県の職員は県と

してどういう形でフォレスターを支えるのか、あるいは国有林の職員がフォレスターとし

て管理していくとすれば、どういう形で管理していくのか、国と県と市町村の関係をどう

いうふうに整理するのかということを明示していただきたい。

それから、実は、下位の森林経営計画がどういうものなのかというのが、実はまだ十分

に議論がされていない。絵を見ると、集約化の５年分を束ねただけにしか見えない。それ

では、「持続可能な」という言葉は使われていないけれども、持続的な森林経営というの

は、持続可能な森林経営のことだと、森林経営の説明から見ると読めるわけだが、それを

担保するための森林経営計画になっているのかどうか。それをやるためには何が必要なの

かという議論、今回は書いていないが、是非それをやっていただきたい。

実は、人材育成検討委員会では、この森林経営計画を立てる者が本来のフォレスターで

はないかという議論もある。まさに、持続可能な森林経営を担う者が本来のフォレスター

だと思っているので、これをどういう形で担保していくのかという議論も引き続きやって

いかなければいけないことではないかと思っている。そういう意味では、フォレスターの

権限なり資格なりというものを今回の中間取りまとめの中に是非入れ込んでいただきたい

と思う。

○委 員

この基本政策検討委員会の中間報告書と我々それぞれ各単元に分かれている検討委員会
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の報告書は、要するに、それぞれ独立した形で扱うものになるのだろうか。

○座 長

そのように聞いている。

○委 員

承知した。

ちょっと時間がないので端的に是非、検討いただきたい箇所を２か所だけ。資料２の一

番最後のページの下から４行目に「植える→育てる→収穫する→植える」とあるが、これ

は木材を利用する立場においてこそ持続的な森林の循環というのが機能するという観点か

ら、「植える→育てる→収穫する」というよりは「使う」という言葉を入れていただきた

い。いわゆる利用というものをこの循環の中に入れていただきたい。

それから、もう一つ、１０ページの②木材利用の拡大のウ）木質バイオマスのエネルギ

ー等への利用だが、ここはバイオマス推進基本法等ほかのバイオマス関連法案と整合を取

るためには、木質バイオマスの総合利用という形にしていただいて、「木質系材料及びエ

ネルギー利用による木質バイオマス利用を推進する」という文言に変えていただければと

思う。これはこの後、座長がどうされるのかわからないが、とりあえず発言だけさせてい

ただく。

○座 長

ウのタイトルですか。

○委 員

ウのタイトルで、エネルギーだけ特化してしまっているので、「木質バイオマスの総合

利用」というタイトルにしていただいて、文言のところを、例えば、具体例が必要であれ

ば「パーティクルボード、ＷＰＣなどの木質系材料及び石炭火力発電所での」云々「エネ

ルギー利用による木質バイオマス利用を推進する」という形に変えていただければ、先ほ

どからの持続可能性に関する懸念がなくなると考えている。

○座 長

そのほかいかがか。

○委 員

１１ページの③消費者の理解の醸成というところで、いっぱい下線を入れていただいて、

新しい文言を入れていただきありがとうございます。ただ、ここにしか「森林の多面的機

能を持続的に発揮させる」という言葉が出ていなくて、とても寂しいと感じている。その

前の文言で「将来の消費者となる青少年等に対して」という言葉だが、ここの単元が消費

者への理解ということなので、この言葉を使っていただいていると思うが、青少年は成長

してどういう人間になるかわからない。例えば、意欲と実行力のある者になるかもしれな

いし、フォレスターになるかもしれない。森にかかわるいろいろな職業というのを青少年
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に対して森林環境教育という中で推進していくというような言及もしていただければ。こ

こは利用拡大という面だけで書いていただいているけれども、そうではなくて、もっとも

っと主体的に森にかかわるような書き方をしていただけないかと感じている。

○委 員

私からは、「生物多様性」という言葉が何回も出てくるが、現場ではどんな程度のこと

を要求されているのだろうかということと、集約化計画と生物多様性の関係を現場ではど

う判断したらいいのかということを疑問に思っている。

○座 長

このペーパーにかかわってはどうか。

○委 員

ペーパーに「生物多様性」という言葉が出てくるから、それを現場ではどんなイメージ

を持って集約化の施業とかかわりがあるのか明確にしたら良いと思う。

○委 員

簡単に意見とお答えをさせていただく。

大分前だが、森林組合のことに関係して、森林組合改革・林業事業体育成検討委員会で

は議論したのかというお話があったが、森林組合に関してはほかの森林所有者とは違って、

事実上、森林経営の主体に近いことはできると考えている。これは実際問題として、森林

施業計画等でも林業事業体とともに計画主体になっているので、そういう意味である。

そのことがある程度論点３でクリアできるなら、論点４に関しては、ここでは森林経営

の主体とは言っていないので、あくまでも計画の作成や合意形成、施業集約化のところが

任務であると言っているだけであるので、特に森林組合の原則に反することはないのでは

ないかと思う。これは私なりの解釈である。

あともう一点。ちょっとリマインドしておきたいのだが、８ページのイコールフッティ

ングのところ。もしくは私どもの説明では３ページぐらいだが、実はここにははっきりし

た形でまだ議論が進んでいないので主体が書かれていないけれども、実は森林組合に関し

てはイコールフッティングをどれだけ実現するかということがずっと議論されてきたし、

全体の中でも非常に重要な部分だと理解しているが、ここで２段落目の「このため」とい

うところで計画策定のところか、その後「また」のところで事業実行と２段階に分けて書

いてあるが、どちらも要するにイコールフッティングを実現するための判断をするのは誰

かということになるのだが、１つの可能性としてはフォレスターがそれになる可能性はあ

ると思う。そうでないと、誰が客観的に判断するのかということになってくると思うが、

実はこの辺のところはフォレスターの役割で、皆さんが列挙されていないところだが、非

常に責任の重いところの判断も含めてフォレスターが行わなくてはいけない可能性があ

る。まだ私どものところで詰めていないので可能性ということになると思うが、そういう

こともあって、権限を明確化するということはかなり重要な、森林組合とかかわってくる

ということをもう一度リマインドしておきたいと思う。
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○座 長

約束の時間が過ぎてしまっているので、一応、中間報告までの最後検討委員会というこ

とで、内部委員の方々ももし御発言があればいかがか。

○委 員

冒頭、国有林のことがいろいろ議論にあったので、国有林の議論については、今、特別

会計についてどうするかについては政治的に行政刷新会議等の中で議論されているという

ことで、なかなかそういう制度をどうするというようなところまで書き込めないのだけれ

ども、これまでの議論の中で国有林が果たすべき役割として、こういうことをしていかな

ければならないというところを書かせていただいているということで、我々事務方から積

極的に提案すべしということについては、今後最終取りまとめに向けて、国有林として何

をやろうとしているのかについては、見えるようにはしていきたいと思う。

○座 長

長い時間議論をいただいたし、いつものように大変重要な提案なり御指摘をいただいた

かと思っている。多くの件については、最終的な取りまとめに向けて引き続き議論をする

という項目が多かったのかなと思っているが、この再生プラン推進本部への報告、中間取

りまとめとしての報告については、なお複数の委員の方からフォレスターの問題だとか、

持続的な個別経営というのが既にあってという件だとか、組合のこともだろうか、それと、

川下、川上、重要な川中の言わば人材育成だとか、そこでの官が関与すべき問題だとか、

非常に微妙な問題も一つあった。こんな問題については、御提案をさせていただくと、私

と政務官と大変僣越だが梶山審議官にも入っていただいて、検討室の４者でまとめさせて

いただきたい。どうしても１０日までには大臣のところへ中間とりまとめを届けなければ

いけないというスケジュールになっているようである。それがもう少し早まることさえあ

り得るということだから、この４者でただいま出された意見を中間とりまとめのところに

どのように反映するかについては任せていただきたいと思うが、いかがでしょうか。

○委 員

任せないということではない。お任せするが、森林組合改革検討委員会座長が退席され

たので安心して申し上げるが、なかなか目の前ではよう言わないけれども、後で怒られる

と思うので。やはり森林組合と森林経営計画（仮称）の関係をちょっと甘く見ておられる。

特に、補助金及び交付金の受託執行機関としての森林組合の枠の中で考えておられる。永

久にそういうお金が出るんだったらいい、全国の森林組合を食べさせてもらえるだけのお

金が出るんだったらいいけれども、これからいろいろな形で模索しようという時期に確認

をとっていただきたい。つまり、具体的に文言をこうしろというのではなくて、検討委員

会で私が意見書で書いたような方向性をこの素案は持っていると思うので、その方向でい

いのかどうか。森林組合はどうするんだと。いやいや大丈夫、自分たちは今までもやって

きたんだから、その枠の中でやれるというような発言だったが、あれはあくまでも補助金

前提の話。これはそういう議論ではないので、勿論、補助金は使うけれども補助金をベー

スにして、補助金の枠の中でやるという話ではないので、ちょっと不安である。本当に森
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林組合はそれでいいのか。余りにも組織と影響力が大きいので、もし、かなり先までいっ

て、いやいやそんなことは聞いていないよということになると、物すごく混乱すると思う。

○座 長

非常に重要な件だと思う。予算を伴っての話あるいは予算が更にスパンできるんだとい

う前提では大間違いだということは重々わかっているかとは思うが、更に確認はする。

○委 員

１点だけ。この検討委員会には所有者としては３人おられるが、ほかの方は所有者では

ないと認識している。その所有者３人すべてが今出ているペーパーに不安を持っていて、

計画制度と人の関係、持続的な森林経営と経営する意思と新しい制度の関係に不安を持っ

ているということを再度、３人ともということを指摘させていただきたいと思う。

○オブザーバー

取りまとめということで確認させていただきたいけれども、期限が限られているという

ことがある。時間切れで押し切るというのは私たちも避けたいものだから、可能な限り皆

様方の御希望を勘案して作成したいと思うけれども、その中で時間との関係でどうしても

ここは調整が必要だという部分があれば、今回は余りはっきり書かないで、今後検討する

ような書きぶりにならざるを得ないのかなと思うけれども、その点を御確認いただければ

と思う。

○座 長

当然そうならざるを得ないのかなと私も思う。

○委 員

今回は随分下線で書き込んでいて、まだ調整が足りないんじゃないかというところがあ

るかと思う。むしろ、少し戻してもいいから、それは今後の検討ということで少し引いて

おく方がいいところもあるのではないかと感じている。

○座 長

それも意見としていただく。

それでは、声がなかったものだから再度提案する。今までいただきました意見を踏まえ

て、大臣に報告する中間報告の案文については、座長と政務官と梶山審議官、そして、検

討室に御一任をいただくということでよろしいか。

（「異議なし」と声あり）

○座 長

それでは、今のようなことで、できる限り皆さんの意向を踏まえた中間報告にしたいと

思う。


